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４ 地域包括ケアシステムの深化・推進

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築し、基本理念の「だれもがその尊厳を

保ち、住み慣れた地域で支えあいながら、健康で生きがいを持った生活ができる町“あいなん”」

の実現を目指していきます。

そのために、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた取組や医療・介護連携の推

進、地域住民と行政等との協働による包括支援体制づくり等、地域包括ケアシステムを一層推進

し、複雑化・複合化した支援ニーズに対応し、高齢者をはじめあらゆる世代の住民が支え合い、

自分らしく共に暮らせる地域共生社会の実現を図っていきます。

愛南町地域包括ケアシステムの姿

                  地域包括支援センター

      居宅介護支援事業所                                                                             県立南宇和病院

     介護サービス事業所（訪問系・通所系）         定期巡回・随時対応型訪問介護看護                               診療所・病院

          短期入所生活・療養                                                                               歯科

  (看護)小規模多機能型居宅介護                        介護老人福祉施設  有料老人ホーム                                 調剤薬局

養護老人ホーム             介護老人保健施設                       訪問看護

高齢者生活福祉センター               グループホーム

高齢者協同住宅                 ケアハウス

住宅改修

福祉用具購入・貸与

自宅・公営住宅・民間アパート 愛南もぐもぐサポートチーム

             介護タクシー助成                                                                                    愛南はつらつ口腔体操

             福祉タクシー助成                                              愛南はつらつ介護予防体操

               介護用品支給                                                                                    介護予防教室

                 介護慰労金                                                                                  オタッシャ

            緊急通報装置設置                        民生委員 自治会  自主防災組織  老人クラブ  サロン・よりあい喫茶

日常生活用具給付 成年後見制度・福祉サービス援助事業                      B&G(水泳・体操・ラケットテニス)

シルバー人材センター・NPO                             

(有償)ボランティア・移動販売・SOS ネットワーク                  

配食サービス・地域の見守り・声かけ・助け合い

生活困窮・社協ふれあい訪問

生活支援コーディネーター

                              地域づくり

                                                                            

高齢者等

医療介護

介護予防生活支援

住まい

                                                                          

                                              

                                      

                                

高齢者等

              

                         

                                      

            

養護老人ホーム

高齢者生活福祉センター

高齢者協同住宅

住宅改修

介護

りあい喫茶

ラケットテニス)

                                  

                                              

                                                                                

                               

                                        

地域の見守り・声かけ・助け合い

                                                               

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 安心と尊厳のあるくらしの保持 

（１）相談支援体制の充実 

【現状と課題】 

地域包括支援センターが高齢者の総合相談窓口となり、総合相談に対応していますが、高齢者

の福祉・介護分野にとどまらず、医療に関することや家庭内の問題（貧困、引きこもり）等多様

化してきており、高齢者支援課・地域包括支援センターだけでは対応できない相談ケースも出て

きています。また、養護者が疾病や介護疲れ等から支援を必要としている場合も少なくはありま

せん。 

 

【今後の方策】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、心身の状況や生活の実態、

必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、介護保険サービスにとどまらず、地域における適切

な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度利用につなげることで、総合相談の充実を図ってい

きます。高齢者を含めた世帯全体の複雑かつ重層的な課題については、関係課と協働して断らな

い相談体制や伴走型の支援体制を整え、地域共生社会に向けた地域包括ケアシステムを構築して

いきます。 

養護者の不安や悩みを聞き、介護負担軽減のための介護保険サービス等の調整や養護者に必要

な支援・助言を行います。 

 

【主要な取組】 

●高齢者総合相談の実施 

高齢者や家族、地域住民、関係者等からの各種相談に対応します。来所相談だけでなく、電話

や自宅等を訪問しての相談対応も行います。 

高齢者を含めた世帯が抱える複雑かつ複合化した課題等については、多機関協働による包括的

支援体制のもと、伴走的に支援していくため、重層的支援体制の整備を一層進めていきます。 

さらに、家族支援の視点に立ち、認知症高齢者の家族やヤングケアラー支援など、関係機関と

連携を図りながら、適切なサービス及び制度の情報提供や相談対応を行います。 

 

 

  

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

高齢者
地域包括ケアシステム
［地域医療介護確保法第２条］

【高齢者を対象にした相談機関】
地域包括支援センター

共生型
サービス

障害者
地域移行、地域生活支援

障害者(児)相談支援センター等
【障害者を対象にした相談機関】

子ども・子育て
家庭

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】

保健福祉課健康増進係
子育て世代包括支援センター等

生活困窮
者支援

〇既存の制度による解決が困難な課題
課題の複合化

・高齢の親と無職独身の50代の子が同居（8050）
・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア）等
⇒⇒各分野の関係機関の連携が必要

制度の狭間
・いわゆる「ごみ屋敷」
・障害の疑いがあるが手帳申請を拒否 等

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり
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●認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの拡充及び環境整備 

認知症高齢者等ＳＯＳネットワークに事前登録した認知症高齢者等を対象に、地域包括支援セ

ンター、高齢者支援課、消防本部、警察署等の関係機関が事前に情報を共有して連携し、対象者

の行方不明時における緊急連絡体制の構築、早期発見及び保護する取組を一層強化していきます。

また、行方不明者の早期相談・発見のための連携体制や再発防止の取組についての検討会議の開

催やＩＣＴを利用した見守り体制の強化等の検討により環境整備にも努めます。 

 

●高齢者への自殺対策 

保健福祉課と連携し、高齢者の自殺対策を進めていきます。様々な教室や集まりの機会を活用

し、高齢期のこころの特徴、相談窓口など自殺対策につながる情報提供を行います。また、悩み

事を抱え込まず相談できる体制を整え、状況に応じて適切な関係機関につなげ、自殺を予防でき

るように努めます。 

 

●見守りネットワーク協定締結事業所の拡充及び連携強化 

民間事業者と「愛南町見守りネットワークに関する協定」を結び、事業者の通常業務の中で、

町民の日常生活の異変を早期発見し、未然防止に資するための見守り体制の充実・強化を継続し

て推進していきます。 

 

 

  

愛南町地域包括ケアシステム構築に向けた地域課題検討フロー図

愛南町

地域包括支援ネットワーク懇話会
（地域ケア推進会議の機能を担う）

報告・提案

生活支援・介護予防サービス
提供主体等協議会

生活支援コーディネーター
社会福祉協議会等福祉関係団体
民間諸団体 住民ボランティア
老人クラブ 行政協力員
介護保険事業所 地域消防防災関係団体
保健福祉課 生涯学習課
高齢者支援課

地域課題
の検討

個別ケア会議
地域課題の分析・抽出・振分けは
地域包括支援センターが担う

高齢者総合相談窓口・在宅医療介護連携支援相談窓口

高齢者・地域の見守りネットワーク（自助・互助・共助）

県立南宇和病院 訪問看護ステーション
国保一本松病院 介護保険事業所・施設
南宇和郡医師会 消防署
歯科医師会 社会福祉協議会
薬剤師会 保健福祉課 等

関係機関・者の連携を要する課題

愛南町在宅医療・介護連携会議

地域づくり・資源開発を要する課題

報告・提案

報告・提案報告・提案

地域課題
の検討

地域包括支援センター

相談






















































































































